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株式会社フォーバル 

海外ディビジョン西日本担当主任コンサルタント 

小綿 寛則 

 

「経済的に相互補完関係にある重要なパートナーとして，戦略的パートナーシップを更

に発展させる」 

 

第 2 次安倍内閣発足後の 2013 年 1 月、安倍首相は就任後初めての外遊先として、恒例

化しているアメリカではなく、ASEAN（ベトナム・タイ・インドネシア）を選択した。

上記コメントは安倍首相が各国首脳との会談で発した言葉である。当時、日本政府は安倍

首相以外に各大臣が積極的に ASEAN を訪問していた。それ以外にも安倍首相は現在まで

ASEAN だけでも 10 か国に訪問している。この実績だけ見ても日本にとって ASEAN は

「重要且つ戦略的パートナー」との位置付けである事が明確である。 

政府だけではなく、地方自治体の 2014 年以降のベトナムへの訪問を見てみると、私の

知っているだけでも長崎県や埼玉県をはじめとする 18 もの地方自治体首長が訪越し、県

内企業の海外展開における側面支援や外需を各都道府県に取り込もうと TOP セールスを

行っている。  

また、宮城県が 2015 年 10 月にハノイ・ロンビエンにオープンしたイオンモール内に

10 月 28 日~3 月 10 日までの期間限定で宮城県ブースを出店し地元物産のプロモーション

を行ったり、2015 年 9 月の日越首脳会談で合意した輸出許可品目を中心に、2016 年 1 月

20 日から青森県もイオンモール・タンフーセラドン店にて青森物産展を開催し、地元の農

産物や水産品、和菓子等の展示販売を行った。 

 

≪ベトナム国内でも「安心・安全」のジャパンブランドは健在である≫ 

 

その証拠に 2015 年 11 月にベトナム・ホーチミンで行われた「第 3 回ジャパンフェステ

ィバル」には、2 日間の開催期間中に 15 万人（参考：2014 年 10 万 5 千人で約 140％増）

もの人が訪れた。そのフェスティバルに出店しているブースを見学してみると、昨年に比

べインバウンドを目的とした各地方自治体・観光協会のブースが飛躍的に増加しており、

各ブースとも地元の人々が訪れて盛況であった。 
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また 2015 年に施行された投資法改定の影響も

あるが、ベトナム国内に日本食レストランも急増

しており、まさに「ジャパンブランド」の人気の

高さを物語っている。 

今後、TPP に変わる新しい枠組みとして、昨年

11 月に開催されたＡＰＥＣ首脳会議に参加した

インドネシアのユスフ・カラ副大統領が

「ASEAN・太平洋同盟での貿易協定」を提唱し

た。それが実現すれば TPP 同様の関税撤廃等の優

遇措置が実施される可能性があり、ベトナムを中

心とした ASEAN での「ジャパンブランド」は更

に高まる可能性を秘めている。 

今後の日本を考えた際、少子高齢化によりマー

ケットが縮小してくるのは確実ゆえ、“海外需要     【ホーチミンの外観】 

(インバウンド＆アウトバウンド)”をどの様に 

自社に取り込んでいくか？をテーマに、活躍できる「場」があるか今のうちに確認を行う

事が必要である。                        

 

昨年 7 月にベトナム・ホーチミンでは高島屋がオープンし、多くの日本企業がテナント

として出店しており、和菓子を販売している日系企業の店舗もある。高島屋は今後増床し、

100,000 ㎡の大型ショッピングモールを目指している。  

また日本企業だけではなく先日ベトナム・ホーチミンにオープンしたスペインのファッ

ションブランド「ZARA」は、オープン時の売上が 2,200 万円まで達したと現地で報道さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高島屋内の和菓子販売店舗】      【ｽﾍﾟｲﾝﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ「ZARA」】 

 

ホーチミン市は全体の 70％の世帯収入が約 900USD／月まで上がってきていると言わ

れており、その使い道も変化してきていると感じる。 

特に 2020 年にはホーチミンに地下鉄が開通予定で、今まで交通手段としてバイクを利

用していた女性がバイクから地下鉄に移行する可能性がある。 
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そうなると、今まではヘルメットを被り、マスクをしている為、ヘアメイクや化粧等の

「おしゃれ」に興味はあるが実用性が無かった人達が一気に美容マーケットに流れ込む可

能性もある。 

 

その様に今は顕在化されていない業種、業態に

ついても近い将来そのポテンシャルが開花する可

能性は否めない。 

今後、日本企業が ASEAN 地域への進出や販売

を考えるのであれば、今が分岐点なのかも知れな

い。その為にも今から少しずつでも海外の情報を

入手し、情報の整理を行い、どこにチャンスがあ

るかを確認する作業を早目に行えるかどうかが今

後の海外展開における分岐点になるかと思われる。     【地下鉄工事の様子】 

 

 

【会社概要】 

 

会社名   株式会社フォーバル 
 

所在地   〒150-0001 

東京都渋谷区神宮前 5-52-2 青山オーバルビル 14 階  

 TEL：0120-952-008  FAX：03-5464-9140 

URL：http://www.forval.co.jp 
 

事業内容 ・海外進出コンサルティング 

  （現地法人：カンボジア・ベトナム・インドネシア） 

 ・経営コンサルティング 

      ・情報通信コンサルティング 

 

 

 

【筆者プロフィール】 

 

小綿寛則（こわた ひろのり） 

株式会社フォーバル海外ディビジョン西日本担当 

主任コンサルタント 

1997 年株式会社フォーバル入社 中小・中堅企業様向けの 

通信コンサルティングに従事。2014 年より海外ディビジョンにて 

ASEAN への進出支援を行う。 
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みなと銀行 国際業務部 代理 

作本 昌彦 

 

今回はベトナムの「食事情」についてご紹介させて頂きます。皆様は、ベトナムでの「食」

というと何を想像されますか？一般的にはパクチー等香草のたくさん入ったフォー（米粉

で作った麺）や、生春巻き、バインミー（フランスパンに各種具材を挟んだサンドウィッ

チ）等でしょうか。 

 

ベトナムは 19 世紀末のフランスによる植民地支配等の影響もあり、バインミーに限ら

ず、カジュアルなフランス料理等も街中で堪能することができます。私もベトナムに赴任

する前はこれらの料理を日常的に食べるものと思っていましたが、現地に到着してみて驚

いたのは日本食の多さでした。街中では寿司、刺身、天ぷら、うどん等の各日本食を楽し

むことができ、日本人のみならずベトナムの方々も日本食を楽しんでおられます。 

 

私が現地で訪れた日本料理店の中で一番印象に残っているお店は、市内 4 区の貝料理店

がたくさん並ぶ場所にある寿司店「Sushi Ko」です。大量のバイクを背に、野外で食べる

お寿司や刺身はどれもリーズナブルで美味しく、いつもたくさんの地元の人々で賑わって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市内 4 区の貝通りにある海鮮料理屋】 
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【野外で寿司等が楽しめる「Sushi Ko」】 

 

昨年ホーチミン市内にオープンした高島屋でも各種日本の企業が出店されています。 

神戸を本社とするユーハイムさんの店舗も、バームクーヘンを求めるお客様で賑わってい

ます。 

日本とベトナムの食の関係は

外食のみに留まりません。近年、

ベトナムの食品については安心

安全で外観や栄養価に優れた農

作物の生産が課題となっていま

す。2016 年 11 月に兵庫県及び

神戸市と「経済交流に関する共

同声明」（※）を発表した、ハナ

ム省（ベトナム北部）において

も、2015 年よりＪＩＣＡ及び日

系企業による「日本式農業」の

有効性を評価する実証事業が開

始される等、農業関連において

も日本とベトナムは近しい関係     

【ホーチミン高島屋内にあるユーハイムさんの店舗】 にあります。日本食に加えて、  

日本式の農作物等が市場に溢れ

る日を楽しみにしたいところで

す。 

 

 

（※）兵庫県企業（神戸市企業含む）に対して、同省への投資手続きの円滑化等、 

   企業が進出しやすいビジネス環境の整備に努め、兵庫県及び神戸市は企業への 

   投資環境の情報提供に努める等の基本方針からなる共同声明 
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みなと銀行 国際業務部 主任  

桶谷 宜良 

 

≪はじめに≫ 

近年、「人件費高騰による労務コストの増加」、「景気の減速」等を背景に、中国事業から

撤退を検討する企業が増えてきています。撤退時には従業員との労働契約の解除が必要と

なりますが、それに伴い「経済補償金」を従業員に支払う必要があります。今回はその「経

済補償金」についてご紹介します。 

 

≪経済補償金とは≫ 

経済補償金とは、雇用主より従業員に提起する労働契約の解除時に一括で支払う「経済

上の補助」と言われ、従業員の失職後の生活補償の意味合いの濃いものです。 

 

従業員の勤続年数に応じて以下の計算方法により算出されます。 

 

経済補償金額＝勤務年数×月給額（離職前 12 ヶ月分の平均月給） 

 

※月給額の上限は、現地平均月給の 3 倍 

※最高支給勤務年数は 12 年 

※勤務年数 1 年未満の場合の経済補償金額は以下の通り 

勤務年数 経済補償金額 

6 ヶ月未満 月給 0.5 ヶ月分 

6 ヶ月以上 1 年未満 月給 1 ヶ月分 

 

 

例えば、勤続年数が 10 年、契約解除前 12 ヶ月分の平均月給が 6,000 元（約 102,000 円）

である現地従業員 1 人に支払う経済補償金は、「10（年）×6,000（元）＝60,000 元（約

1,020,000 円）となります。（※1 元＝17 円として計算） 

 

しかし、上記はあくまでも最低基準であり、円満に労働契約を解除するため、基準を上

回る水準で経済補償金を支払うことも多いようです。 
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（参考）「中国各都市の平均月収ランキング」 

順位 都市名 平均月収(元) 順位 都市名 平均月収(元) 

1 上 海 8,825 17 南 昌 6,008 

2 北 京 8,717 18 青 島 6,005 

3 深セン 8,141 19 長 沙 5,996 

4 杭 州 7,267 20 無 錫 5,976 

5 広 州 7,178 21 合 肥 5,947 

6 寧 波 7,122 22 昆 明 5,922 

7 厦 門 6,737 23 鄭 州 5,884 

8 仏 山 6,724 24 天 津 5,855 

9 蘇 州 6,620 25 済 南 5,812 

10 南 京 6,487 26 太 原 5,784 

11 重 慶 6,362 27 西 安 5,765 

12 大 連 6,164 28 煙 台 5,697 

13 成 都 6,151 29 石家荘 5,652 

14 福 州 6,121 30 哈爾濱 5,615 

15 武 漢 6,050 31 瀋 陽 5,580 

16 貴 陽 6,027 32 長 春 5,267 

※「智联招聘 2016 年春季中国雇主需求与白领人才供给报告」データより当行作成 

 

≪留意点≫ 

従業員が自己都合で退職する場合や、「労働契約法」に規定されている過失のある従業員

を解雇する場合には経済補償金を支払う必要がないとされています。 

 

 また、従業員が受け取る経済補償金は、既定の額を控除した部分については個人所得税

の課税対象となります。この個人所得税については会社側に源泉徴収義務があります。源

泉徴収を怠った場合、罰則が科せられる可能性がありますのでご注意ください。 

 

≪おわりに≫ 

 海外からの撤退は、進出よりはるかに難しいとよく言われますが、その要因のひとつが

経済補償金を含む労務リスクであると考えます。撤退以外でも経済補償金を支払うさまざ

まな場面が考えられるため、全従業員に支払う経済補償金をあらかじめ試算しておくなど

の対策を行ったうえで、事業計画を構築することが重要です。 
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「みなとアジアサークル」は入会金・年会費無料の組織ですが、入会に際しまして

一定の基準での審査がございます。詳しくは、みなと銀行国際業務部アジア室

（TEL：078-333-3283）または、お取引店の担当者までお問合せ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなと銀行からのお知らせ 

「みなとアジアサークル」は入会金・年会費無料の組織ですが、入会に際しまして一定

の基準での審査がございます。詳しくは、みなと銀行国際業務部アジア室（TEL：

078-333-3283）または、お取引店の担当者までお問合せ下さい。 

また、セミナー＆懇親会の詳細については、以下 URLをご覧ください。 

http://www.minatobk.co.jp/corporate/business/international/asia_circle.html 
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みなと銀行からのお知らせ 

 

 

 

 

※詳しくは、みなと銀行国際業務部（ＴＥＬ：078-333-3283）または、お取引店の担当者

まで、お問い合わせください。 
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■通貨　（対ドル為替相場、年末・月末時点相場）

※韓国、フィリピンは12月30日が休場日の為、12月29日の値を記載

67.92501.4468 35.799 4.4862 22,761 13,473 49.73012月 116.96 6.9502 7.7559 1,207.82 32.254

66.77871.3911 35.001 4.1940 22,324 13,048 48.41610月 104.82 6.7662 7.7552 1,144.03 31.569

66.96371.3624 34.620 4.0505 22,305 13,265 46.5508月 103.43 6.6778 7.7570 1,114.80 31.724

67.52501.3472 35.138 4.0315 22,304 13,220 47.0856月 103.20 6.6415 7.7591 1,151.77 32.281

4.1285 22,390 13,658 46.750 67.26005月 110.73 6.5822 7.7712 1,191.73 32.619 1.3777 37.705

3.8995 22,293 13,260 46.070 66.24753月 112.57 6.4492 7.7572 1,143.50

46.890 66.33004月 106.50 6.4765 7.7572 1,139.45

47.695 67.8775

1.3442 3.9045 22,288

120.73 6.5754 7.7892 1,205.35 33.415 1.4228 4.1533

1.3484 35.185

2010年12月

2011年12月

2012年12月

2013年12月

2014年12月

2016年　1月

2015年12月

81.32

77.36

86.10

日本

JPY

104.99

120.38

119.44

6.5897

6.3026

6.2316

6.0556

6.2052

6.4935

中国

CNY

7.7726

7.7678

7.7506

7.7539

7.7545

7.7509

1,065.26

香港

HKD

韓国

KRW

1,121.00

1,161.48

1,052.43

1,176.01

1,087.60

台湾

TWD

29.145

30.318

29.011

29.823

31.642

32.828

32.273

32.231

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

SGD

1.2823

1.2971

1.2214

1.2641

1.4131

1.3217

タイ

THB

29.980

31.560

30.578

32.765

32.880

36.058

35.707

34.920

35.671

ﾏﾚｰｼｱ

MYR

3.0635

3.1733

3.0566

3.2785

3.4965

4.2935

ベトナム

VND

19,498

21,049

20,835

21,105

21,388

22,475

22,195

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

IDR

8,978

9,068

9,637

12,173

12,412

13,850

13,735

13,197

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

PHP

43.620

43.810

41.005

44.390

44.788

46.870

インド

INR

44.7100

53.1838

54.7850

61.8553

66.1590

63.1253

13,376 47.5582月 112.69 6.5540 7.7762 1,236.70 33.352 1.4066 35.640 4.2030 22,300

1.3631 34.673

68.4200

9月 101.35 6.6638 7.7564 1,101.25 31.362 4.1357 22,296 13,051 48.500 66.6150

7月 102.06 6.6382 7.7575 1,120.38 31.923 1.3397 34.830 4.0708 22,299 13,099 47.110 66.9955

6.8973 7.7565 1,168.73 31.875 1.433411月 114.46 4.4662 22,666 13,553 49.732 68.3887

アジアニュース・主要経済指標  
 

【中国】 

同国財務省は、景気対策の目玉として 2015 年 10 月から 2016 年末まで実施の、小型乗用

車減税を 1 年延長すると発表した。税率は本来の 10％から 5％へ引き下げていたが、2017

年は 7.5％に引き上げつつも減税を継続し、自動車販売の落ち込みを抑える。 

 

【タイ】 

同国工業連盟は、11 月の自動車生産台数が前年同月比 5％増の 17 万 784 台と 2 カ月

ぶりにプラスに転じたと報じた。生産・販売ともに不調だった昨年からの反動増で国

内向けが 22％増となり、輸出向けの不調を補った形。1～11 月の生産台数は 180 万

8,625 台となり、2016 年通年目標である 195 万～200 万台を射程圏内とした。 

 

【フィリピン】 

フィリピンペソが 11 月後半に一時 1 ドル＝50 ペソ程度に下落し、約 8 年ぶりの安値を付

けた。同国は好調な内需が経済を支えているが、ドゥテルテ大統領の相次ぐ過激発言や米

金利上昇などが売りにつながった模様。足元では、貿易赤字拡大など新たな懸念も浮上し

ている。 

 

【アジア新興国】 

アジア開発銀行は、2016 年のアジア新興国の国内総生産(GDP)成長率見通しを 9 月末

予想の 5.7％から 5.6％に引き下げた。インドの成長率見通しが従来の 7.4％から 7.0％

に下方修正されたことが主な要因。東南アジアでは、ブルネイ、ミャンマー、シンガ

ポールが低調だが、マレーシアとフィリピンでは国内消費や公共・民間投資が伸びる

とし、東南アジア全体の成長率見通しは 4.5％と従来予想を据え置いた。 
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■株価　(年末・月末時点相場）

※韓国、フィリピンは12月30日が休場日の為、12月29日の値を記載

8,185.802,880.76 1,542.94 1,641.73 664.87 5,296.71 6,840.6412月 19,114.37 3,103.64 22,000.56 2,026.46 9,253.50

1,495.72 1,672.46 675.80 5,422.54 7,404.80 8,625.7010月 17,425.02 3,100.49 22,934.54 2,008.19 9,290.12

1,678.06 674.63 5,386.08 7,787.37 8,786.208月 16,887.40 3,085.49 22,976.88 2,034.65 9,068.85

5,016.65 7,796.25 8,287.756月 15,575.92 2,929.61 20,794.37 1,970.35 8,666.58 2,840.93 1,444.99 1,654.08

7,401.60 8,160.105月 17,234.98 2,916.62 20,815.09 1,983.40 8,535.59 2,791.06 1,424.28

8,744.83 2,840.90 1,407.70 1,717.58 561.22 4,845.373月 16,758.67 3,003.92 20,776.70 1,995.85

4月 16,666.05 2,945.59 21,388.03 2,000.93 8,473.87 2,862.30 1,399.91

2016年　1月 17,518.30 2,737.60 19,683.11 1,912.06 8,145.21

2010年12月

2011年12月

2012年12月

2013年12月

2014年12月

2015年12月

10,395.18

10,228.92

8,455.35

日経平均株価

日本

16,291.31

17,450.77

19,033.71

2,808.08

2,199.42

2,269.13

2,115.98

3,234.68

3,539.18

中国

上海総合指数

23,035.45

18,434.39

22,656.92

23,306.39

23,605.04

21,914.40

香港
香港

恒生指数

韓国
韓国総合

株価指数

2,051.00

1,825.74

1,997.05

2,011.34

1,915.59

1,961.31

台湾

台湾加権指数

8,972.50

7,072.08

7,699.50

8,611.51

9,307.26

8,338.06

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

ＳＴ指数

3,190.04

2,646.35

3,167.08

3,167.43

3,365.15

2,882.73

2,629.11

2,869.47

2,820.59

2,813.87

タイ

SET指数

1,032.76

1,025.32

1,391.93

1,297.71

1,497.67

1,288.02

1,300.98

1,483.21

1,332.37

1,548.44

ﾏﾚｰｼｱ
ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ

総合指数

1,518.91

1,530.73

1,688.95

1,866.96

1,761.25

1,692.51

1,667.80

1,674.76

1,626.00

1,652.55

1,654.75

ベトナム
ベトナムVN

指数

484.66

351.55

413.73

504.63

545.63

545.25

591.67

559.37

618.44

632.26

652.23

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
ジャカルタ総

合指数

3,703.51

3,821.99

4,316.69

4,274.18

5,226.95

4,593.01

4,615.16

4,848.39

4,770.96

4,796.87

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
フィリピン総合

指数

4,201.14

4,371.96

5,812.73

5,889.83

7,230.57

6,952.08

6,687.62

7,162.56

6,671.04

7,262.30

インド

NIFTY指数

6,134.50

4,624.30

5,905.10

6,304.00

8,282.70

7,946.35

7,563.55

7,847.25

6,987.05

7,738.40

579.03

2月 16,026.76 2,687.98 19,111.93 1,916.66 8,411.16 2,666.51

9月 16,449.84 3,004.70 23,297.15 2,043.63 9,166.85 8,611.15685.73

7月 16,569.27 2,979.34 21,891.37 2,016.19 8,984.41 2,868.69 1,524.07 1,653.26 5,215.99 7,963.11 8,638.50

5,364.80 7,629.73

11月 18,308.48 3,250.04 22,789.77 1,983.48 9,240.71 2,905.17 1,510.24 1,619.12 665.07 5,148.91 6,781.20 8,224.50

■政策金利　(年末・月末時点）

※日銀は金融市場調節を2013年4月よりマネタリーベースに変更。3Ｍonth-TIBORを参考記載。

※シンガポールは金融市場調節を為替レートにより実施。中央銀行翌日物貸出金利(Standing Facility Borrowing Rate)を参考記載。

6.50 6.50 3.00 6.2512月 0.05727 4.35 1.00 1.25 1.375 1.17 1.500 3.00

6.250.82 1.500 3.00 6.50 6.50 3.0010月 0.05727 4.35 0.75 1.25 1.375

3.00 6.501.375 0.93 1.500 3.00 6.50 6.508月 0.06000 4.35 0.75 1.25

6.50 3.00 6.506月 0.06091 4.35 0.75 1.25 1.375 1.21

5月 0.06273 4.35 0.75 1.50 1.500 0.91 1.500

6.75

3.25 6.50 6.75 4.00 6.50

1.500 3.25 6.50

3月 0.09909 4.35 0.75 1.50 1.500

4月 0.06273 4.35 0.75 1.50 1.500

0.79 1.500 3.25 6.50 7.25 4.002016年　1月 0.17091 4.35 0.75 1.50 1.625

1.625 6.50 7.50 4.00 6.751.21 1.500 3.252015年12月 0.17091 4.35 0.75 1.50

6.75

4.00 6.50

1.500

1.25 1.500 3.25 6.50 6.75

0.74 1.500

1.05

0.30917

2010年12月

2011年12月

2012年12月

2013年12月

2014年12月

0.34000

0.33643

0.22091

0.18090

3Ｍonth

-ＴＩＢＯＲ

日本

5.81

6.56

中国
１年物

貸出金利

6.00

6.00

5.60

ＨＫＭＡ香港

ベースレート

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

香港 韓国
韓国

ｵﾌｨｼｬﾙﾚｰﾄ

2.50

3.25

2.75

2.75

2.00

台湾
台湾中銀

ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄﾚｰﾄ

1.625

1.875

1.875

1.875

1.875

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
中銀翌日物

貸出金利

0.71

0.65

0.61

0.64

0.77

タイ
タイ

翌日物金利

2.000

3.500

2.750

2.000

2.000

ﾏﾚｰｼｱ
MAOPRATE

Index

2.75

3.00

3.00

3.00

3.25

ベトナム
VNREFINC

Index

9.00

15.00

9.00

7.00

6.50

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

ﾘﾌｧﾚﾝｽﾚｰﾄ

6.50

6.00

5.75

7.50

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ翌日物

借入金利

4.00

4.50

3.50

3.50

4.00

インド
インド

レポレート

6.25

8.50

8.00

7.75

8.00

6.751.50 1.6252月 0.09909 4.35 0.75

9月 0.05727 4.35 0.75 1.25 1.375

3.25 6.50 7.00

6.50 6.50 3.00

3.25 6.50 6.75 4.00

7.75

1.01 1.500 3.00 6.50

7月 0.06000 4.35 0.75 1.25 1.375 6.50 3.00 6.50

4.00

1.500 3.000.94

0.68 1.500 3.00 6.50 6.5011月 0.05727 4.35 0.75 1.25 1.375

6.50

3.00 6.25

■実質GDP成長率 （前年比、前年同期比）

※空欄は数値算定中

9.10 6.212016年 10-12月

4.00 5.19 7.00 7.102016年 4-6月 1.80 6.70 1.70 3.30 1.13 0.40 3.50

5.02 7.10 7.302016年 7-9月 1.30 6.70 1.90 2.60 2.03 ▲1.90

2016年 1-3月 2.80 6.70 0.80 2.80 ▲0.23

3.20

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ インド

1.10 6.60

1.70 4.80

日本 中国 香港 韓国 台湾 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ タイ ﾏﾚｰｼｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

　2008年 ▲1.05 9.70 ▲2.50 2.80 0.70 1.93 7.70 4.20 9.30

　2009年 ▲5.38 9.40 6.80 0.70 ▲1.57

　2010年 4.23 10.60 4.80 6.50

5.66

7.50 7.40 6.42 6.38

▲0.55 ▲0.70 ▲1.50 5.40 4.71

15.35 7.60 9.35

　2011年 ▲0.10 9.50 1.70 3.70 3.80 6.28 0.80

6.70

3.70 7.68

　2012年 1.50 7.90 3.10 2.30 3.702.06 6.03

5.30 6.24 6.18

7.30 5.50 4.83

2.00 7.80 2.70 2.90 2.20 4.68 2.80 4.70

5.25

7.105.42

0.20 3.20 4.20

4.73

5.46 4.91 6.80 7.90

5.56

6.68

4.30 5.93

5.52

　2015年 1.23 6.90 0.00 2.60 0.72

　2013年

2.80 5.00

10.63

7.204.79

5.03 6.20 6.60　2014年

2.00

0.33 7.30 2.40 3.30 4.02 5.98

6.30

6.003.28 0.80

■CPI消費者物価指数 （前年比、前年同月比）

※空欄は数値算定中

4.74 3.0212月 1.30 1.13

4.09 3.31 2.30 4.2010月 0.10 2.10 1.20 1.50 1.70 ▲0.10 0.34 1.40

1.60▲0.70

5.050.57 ▲0.30 0.29 1.50 2.57 2.798月 ▲0.50 1.30 4.30 0.50

0.38

1.80

2.40 3.45 1.90 5.77

2.28 3.33 1.60

6月 ▲0.40 1.90 2.40 0.70 0.91

5.76

5.26

5.69

5.473.60

1.10 4.83

▲1.60 0.46 2.005月 ▲0.50 2.00 2.60 0.80 1.23

4月

▲0.50 4.20 1.27 4.42 0.90

2.10

2月 0.20 2.30 3.00 1.10 2.41

2016年  1月 ▲0.10

▲0.80

0.80 1.44 0.00 0.70 ▲0.31 ▲0.90 0.60 6.38 1.43 5.88

6.63

3.50 0.80 4.14 1.30▲0.60 ▲0.53

19.89 10.27

▲0.52

1.80 2.50 0.60

▲0.86 0.63 ▲0.81 0.65

0.81

2008年 1.38 3.52

2009年 ▲1.34 ▲0.68 2.38 2.80

2015年

8.32

10.83

中国 香港 韓国 台湾

8.16

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ タイ ﾏﾚｰｼｱ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ インドﾌｨﾘﾋﾟﾝ日本

2010年 ▲0.70 3.33 5.28 2.90 0.96 11.75 5.13 3.78 12.11

6.52 4.90 4.25

5.37 4.732011年 ▲0.28 5.42 4.06 4.00 1.42 8.87

2012年 ▲0.04 2.65 4.33 2.20 1.93 4.58 3.02 6.81 3.98 3.16 9.301.68

2013年 0.35 2.63 4.43 1.30 0.79 6.40

6.422.73 1.99 3.00 1.30

10.92

1.03 1.90 3.16 4.18 6.38

2.38 2.19 2.09 6.04

1.89

1.842014年

18.13

1.87 ▲0.50 0.07▲0.30 2.30 2.70 1.00 1.10

5.90 0.52 4.70 5.47 5.43

3月 0.00 2.30 2.90 1.00 2.00 ▲1.00 ▲0.46 2.60

1.20

5.24 3.81 3.18

3.28

1.69 4.45

2.93

1.50

2.10

1.722.83

4.399月 ▲0.50 1.90 2.70 1.30 0.33 ▲0.20 0.38

7月 ▲0.40 1.80 2.30 0.40 1.23 ▲0.70 0.10 1.10 6.07

0.00 0.60

2.39 3.21 1.90

11月 0.50 2.30 1.20 1.50 1.97 1.80 4.52 3.58 2.50 3.63

3.34 3.07 2.30

（出所）各国（地域）統計，政府発表，ブルームバーグ 
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みなと銀行上海駐在員事務所 
 

中国長江デルタ経済圏へ進出をされている、または、今後進出や投資をご検討されて

いるお客さまのサポート 
 

上海駐在員事務所では、このようなサービスをご提供しております。 

 中国の金融経済等各種情報の提供 

 中国企業及び日系・外資系企業の動向調査 

 お客さまの中国進出に関する支援活動 

 

 
中華人民共和国上海市銅仁路 195号 中欣大厦 3312号室 

TEL．86-21-6289-8080  FAX．86-21-6289-8608 

 
 

 
 

 

 

 

 みなと銀行上海駐在員事務所は、2007年 4月に開所
し、日本からの派遣社員 1名、ローカルスタッフ 1名
の計 2名体制で業務にあたっています。 
 

 中国経済の成長減速などもささやかれていますが経

済規模、日本との経済面での関係を見れば、決して無

視することのできない国であります。 
 

 中国を生産拠点との位置付けから消費市場との位置

付けとし、更なる市場拡大を企図している企業も見ら

れます。 
    

当上海事務所は、中国に進出されているお客さまへの情報発信、現地ビジネスマ
ッチング、商談会、セミナーの開催など海外ビジネス支援を行っております。 
 

ご要望等ございましたら当上海駐在員事務所までお気軽にご相談下さい。 

みなと銀行 上海駐在員事務所長  的場 稔 


